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平成２４年度第３回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 議事録 

 

 

１ 日 時  平成２４年１１月２０日（火） 午後１時３０分～午後３時１５分 

２ 場 所  契約課工事入札室（本庁舎５階） 

３ 出席者  （委 員） 

小峰委員長、櫻井委員、篠委員、本橋委員（５０音順） 

（事務局） 

森資産経営部長、小川契約課長、槌谷技術管理課長、石井契約課主幹、 

杉山契約課課長補佐、安藤契約第一係長 

４ 議 題 

（１）入札・契約制度について 

   入札・契約制度 

   入札状況の報告・分析 

（２）審議事項 

各入札方式における契約手続の審議 

（３）報告事項 

指名停止状況について 

５ 議事の概要 

（１）議事録署名人について 

小峰委員長の指名により、篠委員と本橋委員に決定。 

（２）入札・契約制度について 

事務局から、平成２４年度の入札・契約制度及び入札状況について説明後、質疑応答。 

（３）各入札方式における契約手続の審議について 

櫻井委員から、抽出工事６件の抽出理由を説明。 

１ 制限付一般競争入札「磯辺１６０号線歩道段差解消工事（２４－１工区）」 

２ 制限付一般競争入札「旧千葉市若葉消防署解体工事」 

３ 制限付一般競争入札「千葉市立真砂東小学校大規模改造工事」 

４ 指 名 競 争 入 札「千葉市立山王小学校校舎耐震補強給排水設備工事」 

５ 指 名 競 争 入 札「千葉市立稲毛中学校屋内運動場耐震補強工事」 

６ 随 意 契 約「千葉市立海浜病院昇降機改修工事」 

事務局から入札方式ごとに各工事を説明後、委員会で審議。 

（４）指名停止状況について 

事務局から、指名停止状況について報告後、質疑応答。 

（５）次回の審議対象抽出委員について 

小峰委員長の指名により、篠委員に決定。 
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６ 会議経過（発言の要約） 

 

（１）入札・契約制度について 

 

○小峰委員長  事務局から、説明をお願いします。 

 

○石井契約課主幹 （入札・契約制度について説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  事務局の説明に対して、何か質問・意見等ございますか。 

 

○本 橋 委 員  資料１の４ページについてお伺いいたします。 

４ページの２、平成２２年度から平成２４年度の比較についてご説明を

いただいた中で、平均落札率の増加、不調発生率の増加というコメントが

ありましたが、この結果を受けて、千葉市として入札が適正に行われてい

るかどうかということについて、まとめているのであればお聞かせ願えま

すでしょうか。 

 

○石井契約課主幹  平均落札率の増加と不調発生率の増加という結果についてですが、昨年

度までは、予定価格が事前公表ということで、業者は最低制限価格を類推

しやすい環境だったのですが、今年度から予定価格の全件事後公表を導入

しており、業者側はゼロベースから積算をしなくてはならないという状況

にあります。そのため、業者側は正直な金額で入札をしてきており、その

結果として落札率の増加に影響しているのではないかと考えます。ただ、

その際に市側の積算額と業者側の積算額に乖離が生じてしまっており、そ

れにより全体として入札の不調が多くなってしまっているという状況であ

ると考えております。 

 

○本 橋 委 員  只今の説明に対して意見はないですが、数字を出して統計を取って、そ

の数字が増加減尐しているということだけではなくて、その数字から、何

を判断したいのかということをきちんとまとめたうえで、その結果を次に

生かすというプロセスが非常に大切ではないかと思います。 

 

○櫻 井 委 員  不調の件数がかなり増加しており、その中でも建築と管の不調が多いで

すが、昨年度と比べると何が原因と考えられるのか説明をお願いします。 

 

○小川契約課長  不調件数が増加している原因については、当初、平成２７年度までに完
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了させる予定で進めていた学校施設における耐震補強工事を、一年前倒し

で発注することに取り組んでおり、それに伴い建築工事及びそれに付帯す

る管工事の発注件数が増えたことで、学校施設における耐震補強工事にお

いての入札不調が増えていることが原因であると考えております。 

 

○小峰委員長  不調となった５８件のうち、最終的に契約に至らなかった件数は何件あ

るのですか。 

 

○安藤契約第一係長  建築で３件です。 

 

○小峰委員長  不調となった案件は、来年度に持ち越しということですか。 

 

○小川契約課長  そのとおりです。 

 

○篠 委 員  再度入札を実施しても不調が７４％と多いですが、これはどうしてなの

ですか。 

 

○小川契約課長  市側の積算と、業者側の積算が合わなかったことが一因ではないかと考

えます。 

 

○篠 委 員  それは、学校の耐震補強工事が影響しているのですか。 

 

○小川契約課長  それも影響しております。 

 

○小峰委員長  他に質問が無いようですので、次の審議事項に移ります。 

 

（２）各入札方式における契約手続の審議について 

 

○小峰委員長  はじめに、案件の抽出者であります櫻井委員から、各工事の抽出理由の

説明をお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  お手元の資料２の３ページをご覧ください。 

まず、制限付一般競争入札の一覧表番号２については、総合評価落札方

式の実績育成タイプで発注しており、発注件数が尐ない実績育成タイプの

中の一件となっております。ここでは、実績育成タイプで発注することの

意義についてご審議いただきたいと考えております。 

次に、制限付一般競争入札の一覧表番号８１については、低入札価格調

査において施工可能という判断をしている案件です。ここでは、調査基準
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価格の適正性と、調査が適正に行われたのかということについてご審議い

ただきたいと考えております。 

次に、制限付一般競争入札の一覧表番号１１０については、今回の案件

の中で予定価格が一番大きい案件であり、予定価格事前公表で執行してお

り結果的に落札率が高い案件となっております。ここでは、予定価格を事

前公表とし、金額が大きい案件であるにもかかわらず、申請者数が尐ない

ことについてと、ＪＶとする意義及び資格要件に問題はなかったかという

ことについてご審議いただきたいと考えております。 

次に、指名競争入札の一覧表番号２については、２回不調となり、指名

競争入札として再発注を行い落札者が決まった案件です。ここでは、不調

が２回続いているため、入札の経緯について検証し資格要件や入札の手続

きに不備はなかったかなどについてご審議いただきたいと考えております。 

次に、指名競争入札の一覧表番号２０については、特例措置を適用し、

予定価格事前公表で発注しており、参加業者が尐なく高落札率の案件とな

っております。ここでは、特例措置を適用したことによる効果はあったの

かということについてご審議いただきたいと考えております。 

次に、随意契約の一覧表番号１については、今回の対象案件の中で随意

契約の案件はこの一件のみでした。随意契約案件については、高落札率で

あるため、随意契約で良かったのか、随意契約以外では不可能だったのか

ということについてご審議いただきたいと考えております。 

 

○小峰委員長  それでは、事務局から案件１から３までの制限付一般競争入札について、

説明をお願いします。 

 

○杉山契約課補佐 （案件１～３についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  まずは、案件１についてお願いします。 

 

○本 橋 委 員  本件は、実績育成タイプで発注しておりますが、実績育成タイプの意義

というのはどういうことなのか最初にご説明いただけますでしょうか。 

 

○槌谷技術管理課長  総合評価落札方式における工事では、過去の施工実績や技術者の施工経

験を評価することとしておりますが、過去の施工実績が尐ない企業にとっ

ては、技術評価の面で評価が得にくくなり、また、配置予定技術者におい

ても、経験の尐ない若手技術者等を配置しにくいため、技術者が育たない

という意見があります。そのため、施工機会の確保、人材育成、業界の活
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性化促進などの観点から、過去の施工実績等を問わないタイプとして実績

育成タイプを導入いたしました。 

 

○櫻 井 委 員  実績育成タイプというのは、実績の尐ない業者に施工機会を与えるとい

う目的のものなので、小さな工事であれば実績があるけども、大きな工事

では実績がないという業者の参入を目的としているものだと思います。当

案件の場合は、入札参加資格要件の中で舗装工事の元請実績を求めていな

がら、総合評価の評価項目の中で同種工事の施行実績を免除しております。

新規参入を目的としていながら、資格要件では施工実績を求めているのは、

一見矛盾しているように感じますが、どういった意味があるのでしょうか。 

 

○槌谷技術管理課長  入札参加資格要件の中で、過去１５年間に工事が完成し引渡しの済んだ

舗装工事を元請として施工した実績を有するものとしておりますが、ここ

でいう施工実績というのは、官公庁に限らず民間工事も含んだ実績を求め

ているものであります。それに対し、総合評価で求めている同種工事の施

工実績というのは、官公庁関係に限った実績を評価対象とするというハー

ドルを設けているものであります。当案件については、総合評価における

同種工事の施工実績を免除しているものであるため、官公庁の実績以外の

実績がある業者であれば参加資格要件を満たすことが出来るというもので

あります。 

 

○櫻 井 委 員  実績育成タイプを発注することの意義についてお聞きします。年間の発

注実績と、新規参入が図られているかどうかという二点について検証して

いるようであればお教え願います。 

 

○槌谷技術管理課長  発注実績については、平成２２年度から導入しており、平成２２年度は

１件、平成２３年度は６件試行しました。 

実績育成タイプの効果については、平成２３年度に試行した６件につい

て検証を行っております。実績育成タイプの工事を受注した６者の平成２

２年度中の参加及び落札実績について検証した結果、１度も参加したこと

がない業者が１者、参加回数が１回から５回未満の業者が２者受注してお

り、また、落札実績がない業者が３者、落札実績が１回から５回未満の業

者が１者受注しております。 

検証結果から、新規参入及び落札経験がない業者の受注が確認できたた

め、実績育成タイプを導入したことによる一定の効果はあるものと考えて

おります。 

 

○篠 委 員  総合評価落札方式の結果調書を見ると、災害活動・ボランティア活動の
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実績という項目で、配点が５点と高得点となっており、この部分が結果を

左右していると思いますが、配点が他より高いのはどうしてなのですか。 

 

○槌谷技術管理課長  企業の社会性や信頼性という面を考え、地元をよく知る業者、地元に貢

献している業者を評価することで、工事をするうえで地元にとってより良

い結果をもたらすということを期待して、災害活動・ボランティア活動の

実績を評価しているものであります。特に、災害活動の面から、昨年度東

日本大震災があった影響を考慮し、今年度から配点を２点多くしているも

のであります。 

 

○篠 委 員  ボランティア活動の実績というのは、地元に限定しているのですか。 

 

○槌谷技術管理課長  地元には限らず、千葉市全体での実績としております。 

 

○小峰委員長  ボランティア活動というのは、雪掻きなども含まれるのですか。 

 

○槌谷技術管理課長  含まれます。それ以外では、地元自治会の手伝いや、海岸のゴミ拾いな

ども含まれます。 

 

○櫻 井 委 員  評価項目の中にＩＳＯ認証取得という項目を入れているのですが、ＩＳ

Ｏ認証を取得するにはそれなりの費用が必要になるなど、新規参入を目的

とする実績育成タイプという特性にはあまり適さないと思うのですが、な

ぜこの項目を入れているのですか。 

 

○槌谷技術管理課長  今年度はＩＳＯ認証取得の項目を入れておりますけども、現在は、お金

を掛けずに社会貢献が出来る制度もありますので、この点については改善

することを含めて現在検討を行っているところであります。 

 

○本 橋 委 員  実績育成タイプというのは、総合評価落札方式の評価項目を考慮して、

新規参入業者の参入や若手技術者の育成を図るというものだと認識してい

るのですが、そういった意味合いで間違いないですか。 

 

○槌谷技術管理課長  そのとおりです。 

 

○本 橋 委 員  例えば、９ページの総合評価落札方式結果調書を見ると、先ほどご説明

のあった同種工事の施工実績を評価項目の中で求めており、実績があれば

加点されるという形になっております。また、ＩＳＯ認証取得の項目では、

９ページの場合には３５分の２点という割合ですが、実績育成タイプの場
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合には１６分の２点という割合となっており、実績育成タイプの方が評価

項目の中での比重が大きくなっております。施工能力については、行政の

発注する工事であるため最低限のものは維持しなくてはいけないというこ

とはあると思います。今の方向性としては、社会性や信頼性のある者を選

びましょうという考え方に立って各種の評価項目を選んでいるのだと思い

ますが、この項目が果たして育成タイプとして適しているのかということ

については、今後も継続して検討していく必要があると思います。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようですので、案件２についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  低入札調査基準価格が８８．１９％ということで、比較的高い金額とな

っておりますが、解体工事という特殊性から通常よりも高くなってしまう

といったことはあるのですか。 

 

○小川契約課長  解体工事だから調査基準価格が引きあがるということはありません。 

調査基準価格の算出方法は、千葉市建設工事低入札価格取扱要領に定め

ており、対象とする建設工事の直接工事費の９５％、共通仮設費の９０％、

現場管理費の８０％、一般管理費の３０％の合算額としております。予定

価格に対する調査基準価格の算出方法は変わらないため、解体工事だから

調査基準価格が引きあがるということはありません。 

 

○櫻 井 委 員  一律の算出方法を取っている中で結果として調査基準価格が高くなった

ということですね。 

 

○小川契約課長  そのとおりです。 

 

○櫻 井 委 員  １回目、２回目とも一般管理費の価格失格基準により失格となっている

業者がいるのですが、一般管理費というのは、本社経費の部分で、現場に

係る経費ではなく、企業努力により削減可能な経費ではないでしょうか。

一般管理費が価格失格基準に該当したためにそれだけで失格としてしまう

というのは企業努力を軽視していることとなり、受注意欲を殺いでしまう

のではないかと思うのですが、これについてはいかがお考えですか。 

 

○小川契約課長  千葉市では、対象とする建設工事の直接工事費、共通仮設費、現場管理

費、一般管理費のそれぞれに対し価格失格基準を設定しており、また、そ

れぞれの項目の価格失格基準額の合算額を下回る入札は失格としておりま

す。失格基準の根拠については、国の低入札価格特別重点調査の調査基準
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に基づき設定しています。これは、本市が平成１９年７月から平成２１年

３月まで試行実施していた国の低入札価格特別重点調査の基準に準じた特

別重点調査において、調査対象となった者全てが同調査をクリアすること

ができず、実質的な失格基準となっていたことから、同基準を本市の失格

基準として採用し現在に至っております。 

一般管理費というのは、企業の利益にもかかわってくる部分なので、そ

こを削ってしまうことで下請にしわ寄せが行ってしまうという恐れもあり

ますので、一律で失格にするという取扱いにしております。 

 

○本 橋 委 員  一般管理費というのは、どれだけの給与水準の会社なのか、本社機能は

どうなのかというところで差が出てくるので、一律にこの価格失格基準だ

けで失格ということに客観的にしていますが、例えば、低い金額で入札し

てきた業者をもう一段階救う手立てとして、他の方法を何か客観的に考え

てもいいのではないかと思います。適切な利益を確保してくださいと制度

により市側が担保しているということでしょうが、一方では、千葉市の置

かれている厳しい財政状況の中で、果たしてそれで良いのか、低い金額で

できると言っている企業に対して、なぜ施工させないのかということも問

題意識としては必要ではないかと思います。 

 

○小川契約課長  ご指摘のありました通り、低い金額でも品質の確保が出来るのであれば

問題はありませんので、千葉市オリジナルの価格失格基準の設定について

は、低入札調査により契約した工事の履行状況等を見極めながら、今後の

検討課題とさせていただきたいと思います。 

 

○櫻 井 委 員  低入札調査基準価格以下で応札した業者が、低入札価格調査の結果落札

しておりますが、履行可能と判断したのは実際にはどのような調査をした

結果なのかお教え願えますでしょうか。 

 

○小川契約課長  低入札価格調査の対象となると、業者から７日以内に調査報告書を提出

してもらい、提出された調査報告書について履行が可能かどうかの審査を

行うものであります。 

なお、本案件については、設計図書の内容が良く理解されており、また、

工事内容、施工方法等における説明も丁寧で、施工中の安全対策も適切に

行うとの回答を得たという調査結果が出ているため、工事の履行は可能で

あると判断されたものであります。 

 

○小峰委員長  解体工事というと、建物を壊して搬出するという内容のものであるため、

低い金額であったとしても施工可能なのではないかという意見が多く聞か
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れましたので、今後は、低い金額でも出来るという業者に対して何らかの

救済措置を考えていく必要があるのではないかと思います。 

他に質問はありますか。 

他に質問が無いようですので、案件３についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  事前公表で、予定価格が比較的高い案件であるにもかかわらず、参加業

者数が尐数ということですが、想定業者数は何者だったのですか。 

 

○小川契約課長  １４ＪＶを想定しておりました。 

 

○櫻 井 委 員  参加業者数が尐数であることについて何か思い当たることはありますか。 

 

○小川契約課長  先ほどもご説明させていただきました通り、学校の耐震補強工事におけ

る発注件数が多数あったことから、資材調達で不安な業者が多かったこと

や、労務者の調達といった面で自信がないということから参加を控えたと

いうことも考えられます。また、ＪＶ施工ということで単独施行に比べ手

間が掛かってしまうといった面から敬遠されてしまったのではないかと推

察しております。 

 

○櫻 井 委 員  先ほどお話のあった不調件数が増加しているという話も同じなのですが、

学校の耐震補強工事の発注時期を前倒ししたことにより、一時期に大量に

発注され、それをＪＶ施工で発注することになると、ＪＶを組むために業

者同士の話し合いの機会が多くなり、結果として談合を招きかねないと思

います。今後は、参加業者の数を確保するとともに、談合を予防していく

ことも重要ですので、発注方法をもう尐し工夫する必要性もあるのではな

いかと思います。 

   

○小川契約課長  今年度、ＪＶ案件が当案件以外に３件あり、現時点で４件発注されてい

たのですが、いずれも従来通りの取り扱いとして発注を行いました。今後

は、今回の議論の内容も含めて発注方法の見直し等を検討していきたいと

考えております。 

 

○篠 委 員  前回の委員会の中でも、ＪＶの問題に関する議論があったと思うのです

が、４ＪＶが参加し、入札を行ったのが２ＪＶだけということになると、

適正な入札が行われているかどうかという点では課題が残ると思うので、

ＪＶの在り方については今後検討していかなくてはいけないのではないか

と思います。 

２ＪＶが辞退している理由は何ですか。 
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○杉山契約課長補佐  ２ＪＶとも会社都合によるものとしか聞いておりません。 

 

○篠 委 員  さきほどお話のあったような、資材、労務者の調達といった問題かどう

かということもわからないということですか。 

 

○杉山契約課長補佐  辞退届からはこれ以上の情報は読み取れません。 

 

○篠 委 員  今後のことを考えるのであれば、辞退理由を聞いていく必要もあるので

はないでしょうか。 

 

○小川契約課長  今年度、耐震補強工事における不調が多数発生したため、今年の夏に設

備業者に対してアンケート調査を実施いたしました。そのなかで辞退理由

を聞いたところ、大きく分けて三点の理由が挙げられました。一つ目が、

資材調達が困難である。二つ目が、労務者の調達が困難である。三つ目が、

一時期に大量に発注されたことから、資材調達及び労務者の調達が困難で

あることも影響し、価格面での折り合いがつかなくなったといったことが

挙げられました。 

改善策として、発注時期を分散化するということも必要であるというこ

とがわかりました。 

 

○小峰委員長  他のＪＶ案件も同様に４者程度の参加状況だったということなので、来

年の発注方法は見直していく必要があると思います。来年も同じように大

量に発注されることになるのですか。 

 

○小川契約課長  来年も今年と同じ件数が出てくると思います。 

 

○森資産経営部長  来年、ＪＶについては何件出てくるかわかりませんが、今年は屋内運動

場が多数発注された関係で、校舎の耐震補強工事が多く発注されると思わ

れます。ＪＶに関しては、市内業者の技術力の結集ですとか、技術移転と

いう面で有意義な部分もございます。前回の委員会の中で、ＪＶで発注し

た管工事の談合事件に関して報告させていただきましたが、ＪＶで発注す

ることにより談合を招きやすい環境を作ってしまっているという状況もあ

りますので、今後はＪＶの基準額を引上げる等をして、限定的にＪＶを活

用していくということも検討していきたいと考えております。 

 

○小峰委員長  １４ＪＶを想定していましたが、他の審議案件と見比べてみても同じよ

うな業者だけしか参加しておらず、他の業者が参加してこないという状況

になっておりますので、今後ＪＶの発注方法については考えていく必要が
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あるのではないかと思います。 

他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件４、５の指名競争入札について事務

局から説明をお願いします。 

 

○杉山契約課補佐 （案件４、５についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  それでは、案件４についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  ２回不調になっていますが、原因として何か考えられることはあります

か。 

 

○小川契約課長  １回目は、予定価格超過ということで採算が合わなかったということ。

２回目は、同種工事が同時期に多数重なってしまったということで技術者

の確保等が困難となってしまったのではないかということが想定されます。

また、先ほどアンケート結果についてお話をさせていただきましたけども、

その中で、業者側の思っているところとして、管工事及び電気工事といっ

た設備工事というのは建築工事に工期を引っ張られてしまうところがある

ため、それにより技術者を必要以上に拘束されてしまうといったことで、

工期と金額が見合っていないのではないかという意見がありました。 

 

○櫻 井 委 員  私もこの案件を見て金額の割には工期が長いと感じましたので、アンケ

ート結果の中で言われていた意見も踏まえ、今後は発注方法を見直してい

く必要があるのではないかと思います。 

それと、入札参加資格要件の中で、格付等級をＢからＡ又はＢに拡大を

しておりますが、応札業者の格付等級ＡとＢの内訳はどのようになってい

るのですか。 

 

○小川契約課長  入札参加業者が１４者で、格付等級Ａが１０者、格付等級Ｂが４者です。

落札したアート設備建設は、格付等級Ｂです。 

 

○小峰委員長  本体工事は５月に発注されたのですか。 

 

○小川契約課長  そのとおりです。 

 

○小峰委員長  建築工事が終わってから設備工事に取り掛かるという流れになるのであ
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れば、設備工事の発注時期を遅らせるなどの方法を取ることはできないの

ですか。 

 

○小川契約課長  今の発注方法は、建築工事を発注した一週間から二週間後に設備工事を

発注するという状況になっております。分離分割発注というのを原則とし

ておりますので、今回のような状況にはどうしてもなってしまうのが現状

です。逆に、建築一式として発注するという方法もあるとは思うのですが、

耐震補強工事の場合は、建築、電気、管の３業種で発注をしており、業種

ごとに応札意欲は異なっており、電気業者は応札意欲があるため、一式で

発注することで電気業者から苦情が出てきてしまうなど問題は出てきてし

まうと考えております。 

 

○小峰委員長  管工事は全般的に応札業者が尐ないのですか。 

 

○小川契約課長  そのとおりです。 

 

○小峰委員長  本体工事には影響は出なかったということですか。 

 

○小川契約課長  その通りです。 

最終的には、建築が３件だけ決まらなかったという結果です。 

 

○森資産経営部長  決まらなかった３件については、電気工事は業者が決まっており、建築

の結果をずっと待っていた状況が続いていたのですが、結局、建築業者が

決まらなかったので、契約時に生じた実費相当分のみ支払い、契約の合意

解除をいたしました。 

 

○櫻 井 委 員  電気工事と管工事とでは、技術者の拘束期間は他のものと同じ取り扱い

をしているのですか。 

 

○小川契約課長  同じです。 

 

○小峰委員長  業者としては、そういった面で技術者を必要以上に拘束させることにな

ってしまうといった点で、なかなか参加できない状況になってしまってい

るのかもしれないですね。 

 

○本 橋 委 員  指名競争入札ということで、全者指名の客観性が適正に行われているの

かということが重要になってくると思いますが、当案件においては対象業

者をすべて指名したということでよろしいのですか。 
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○小川契約課長  そのとおりです。 

 

○本 橋 委 員  資料３の１０ページの指名業者選定の理由の下から２行目に記載されて

いるとおり、建築物における給排水設備工事の施工実績を勘案してという

表現があるので、一部恣意的な判断があって業者の選定を行っているのか、

それとも、施工実績があるもの全ての業者を選定しているのか、これにつ

いてはいかがですか。 

 

○杉山契約課補佐  基本的には全ての対象業者を指名するのですが、技術者の数と手持ち工

事の状況を勘案して、技術者がいないような業者に対しては指名をしない

といった形をとっております。 

 

○本 橋 委 員  １３ページから１６ページの指名審査調書の見方を教えてください。 

 

○小川契約課長  右から４行目の技術職員数というところが、こちらに登録している技術

職員の数を記載しており、一番右の欄が、手持ち件数ということで、現在、

千葉市の工事を受注している件数を記載しております。つまり、技術職員

数に対して手持ち工事が何件あるのかというのを一覧表として記載してい

るものであります。 

 

○本 橋 委 員  千葉市以外の市町村及び県の受注状況というのは勘案しないのですか。 

 

○石井契約課主幹  こちらで把握することが出来る最大限の情報で選定を行っております。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件５についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  特例措置を適用したことによる効果はあったのですか。 

 

○小川契約課長  特例措置の適用前は、学校施設における耐震補強工事の件数が８１件で、

そのうち不調となった件数が３５件でした。不調の割合は、４３．２％で

す。特例措置の適用後は、特例措置を適用した件数が、全業種で５４件あ

り、落札が３９件、不調となったのが１５件でした。不調の割合は、２７．

８％です。この数字だけを見ると不調の割合が下がっていることから、特

例措置を適用したことによる一定の効果はあったものと考えております。 

 

○櫻 井 委 員  特例措置を適用したことにより落札率に変化はあったのですか。 
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○小川契約課長  全体の落札率としては、特例措置適用前が９４％で、特例措置適用後が

９２％となっております。 

 

○篠 委 員  落札率が高いのは、予定価格を事前公表としていることが影響している

のですか。 

 

○小川契約課長  予定価格を事前公表にしたことも一因ではあると思いますが、一方では、

先ほどお話をしたとおり資材調達及び労務者の確保が困難であるといった

事情から、業者側の積算の結果、入札金額が高くなってしまっているとい

うことも考えられます。 

 

○櫻 井 委 員  技術者の専任配置が出来ないということで無効が一者ありますが、入札

前にはわからないのですか。 

 

○小川契約課長  千葉市では、落札者の決定は、開札後、予定価格の制限の範囲内の価格

で、最低制限価格が設定されている場合は、最低制限価格以上の価格で入

札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札候

補者としております。その者の入札参加資格の確認の結果、入札参加資格

があると認めた場合は、当該候補者を落札者として決定するという形をと

っております。そのため、落札候補者となって初めて資格確認を行うこと

になるため、入札前に専任配置違反があるかないかということについては

確認できません。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、続きまして案件６の随意契約について事務局から説

明をお願いします。 

 

○杉山契約課補佐 （案件６についての発注経過を説明） 

 

質疑・応答 

 

○小峰委員長  それでは、案件６についてお願いします。 

 

○櫻 井 委 員  当該設備の設置はいつで、全面改修はいつを予定しているのですか。ま

た、今回の改修工事の規模はどの程度なのですか。 

 

○小川契約課長  海浜病院が開院した１９８４年の建設当時に、当該エレエベータ設備も

設置しております。今改修は、設置して以来、初めての改修です。現時点
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で当該設備の全面改修の予定はありません。 

また、設備の改修規模ですが、資料３の２０ページ、工事概要のとおり

です。今回の改修工事の主目的は、定期点検の際に発覚した老朽化部分の

改修工事と、平成２１年に建築基準法が改正されたため、その基準に適合

させる形で改修工事を行うものであります。現行法規に適合させる改修工

事の具体的内容は、扉が開いたままエレベータが走行することを防ぐ戸開

走行保護装置の設置、耐震基準が改正されたため必要な補強等を行ったも

の、大きくこの２点の改修を行いました。 

 

○櫻 井 委 員  ３０年近く経っておりますが、全面改修の予定はないのですか。 

 

○小川契約課長  全面改修の予定は特に聞いておりません。恐らく、３０年近く経ってい

るため、設備改修を行う前に建物自体の建替えを行うことになると思いま

す。 

 

○櫻 井 委 員  定期点検を毎年行っていると思いますが、定期点検はどこが行っている

のですか。 

 

○小川契約課長  定期点検は、設置業者である東芝エレベータ株式会社に一社随契で委託

しております。 

 

○本 橋 委 員  随意契約理由の中の下から３行目、設置した業者以外では施工不可能で

あることからとありますけども、その前段で、生命に対する配慮や病院の

特殊性ということを言っておりますが、設置業者以外では本当に施工不可

能なのか、施工不可能なのであれば、随意契約理由の２段落目から３段落

目というのは理由としては不適切ではないかと思うのですが、これについ

てはいかがお考えですか。 

 

○森資産経営部長  施行不可能というのは、部分改修をやる場合には設置業者しか施工不可

能であり、全面改修を行うのであれば他の業者でも施工可能であるという

ことであり、当案件であれば、部分改修せざるを得ない状況であり、部分

改修を行うのであれば設置業者しかできないという理論構成であるため、

その理由を説明する目的で前段の理由を盛り込んでおります。 

 

○小峰委員長  部分改修というのは今後他にも何か行う予定はあるのですか。 

 

○森資産経営部長  定期点検の中で劣化が激しい部分があることを指摘されたので指摘され

た部分を改修するという内容のものであるため、当面は改修することはな
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いのではないかと思います。 

 

○篠 委 員  今回の改修工事の施工範囲は、工事概要に記載されているエレベータ全

部ということですよね。そうすると、今回の改修工事は部分改修なのです

けども、これで今後当面は改修の必要はないと考えているということです

か。 

 

○小川契約課長  今後、定期点検の中で劣化の激しい部分が指摘されるようなことがある

などの場合には、再度改修工事を行う必要が出てくるとは思いますが、今

改修で当面改修の必要はないと考えております。 

 

○小峰委員長  他に質問がありますか。 

無いようでしたら、以上で各入札方式における契約手続の審議を終わら

せていただきます。 

 

 

（４）指名停止状況について 

 

○小峰委員長  事務局から、説明をお願いします。 

 

○石井契約課主幹 （指名停止状況について説明） 

 

○小峰委員長  事務局の説明に対して、何か質問・意見等ございますか。 

何も無いようですので、これで終了させて頂きます。 

 

 

以 上 
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平成２４年度第３回千葉市入札適正化・苦情検討委員会議事録署名人 
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